
書定協

二重大学教育学部 (以下 「マ」という。)と 口口市市教育委員会 (以下 「色」という。)
とは(相 互の主携協力について、次のとおり協定する。

(目的)

第 1各  マ と色は、相互に主携協力し、教員春成の充実及び教職員等の奔質の向上を

図るとともに、教育上の拷採処等に主力に対八することにより、大学における教育 ・

所鬼及び口口市市のな育の充実、発展 を目指すものとする。

(内容)

第2冬  マ と乙が皇携協力して行 う内容は、次のとおりとする。

(1)教 員の春成に関すること

(2)教 戦員等の研修に関すること

(3)孝 棋教育渚勃へのえ援に関すること

(4)夫 洋卸乳大学からの二重大学留学生 との夫流促進に関すること

(5)そ の他及方が兆晏 と認めること

(方法)

第3冬  マ と色が豊携協力するに当たうては、教磁員の派迄及び史け八れ、た投故備

等のオJ月について、業務にえ障のない限 りにおいて、お互いに便立を供するものと

する。

(径安)

第4冬  マ と色が豊携協力するための経安は、個Zll事業毎に協義の上、定めるものと

する。            ′

(有効期間)

第5各  こ の協定の有効期間は、協定の守結の回から千嵐 20年  3月 31日 までと

する。ただし、この協定の有効期間満了の30日 前 までに、マと色のいずれからも

ヤ し入れがないときは、兵に1年間兵新するものとし、その後 も同様 とする。

(補足)

第6冬  こ の協定に定めるもののほか、皇携協力の約目その他については、マと色が

協議 してZllに定めるものとする。

2 こ の協えにためる事項に疑義が生 じた場合、マと色は協議 してその解決を図るも

のとする。

この協定の特結 を証するため、本書 2垂 を作成 し、マ、乙北名押'Pの上、み白その

1通 を保有するものとする。
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